
○
総
務
省
令
第　
　
　

号

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
政
治
資
金
規
正
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
及
び
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書

面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
並
び
に
政
治

資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
、
政
党
助
成
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
三
百
七
十

一
号
）
及
び
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
及
び
政
党
助
成
法
を
実
施
す
る
た
め
、
政
治

資
金
規
正
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年　
　

月　
　

日

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
郎　

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

1
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含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部

分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

 

 
 

 

目
次

目
次

 

［
第
一
章
～
第
五
章　

略
］ 

［
第
一
章
～
第
五
章　

同
上
］ 

 

第
六
章　

補
則
（
第
四
十
条
―
第
四
十
二
条
） 

第
六
章　

補
則
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
） 

 

附
則

附
則

 

（
政
治
団
体
の
異
動
の
届
出
等
） 

（
政
治
団
体
の
異
動
の
届
出
） 

 

第
四
条　

［
略
］ 

第
四
条　

［
同
上
］ 

 

２　

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

 

（
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
の
確
認
方
法
） 

 

 

第
十
五
条
の
二　

法
第
十
九
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
に

［
新
設
］ 

 

よ
る
確
認
は
、
預
金
又
は
貯
金
の
残
高
を
証
す
る
書
面
で
あ
つ
て
当
該
預
金
又
は
貯
金
の
口
座
に
係
る
金
融
機

 

 

関
が
作
成
す
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
預
金
又
は
貯
金
の
状
況
を
示
す
書
類
に
基
づ

 

 

き
、
同
項
に
規
定
す
る
残
高
確
認
書
を
別
記
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
、
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第

 

 

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
が
当
該
残
高
確
認
書
に
記
載

 

 

さ
れ
た
残
高
の
額
（
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
が
二
以
上
の
口
座
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
計
額
）

 

 

と
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

２　

法
第
十
九
条
の
十
一
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
差
額
説
明
書
は
、
別
記
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

 

 

る
。

 
 

 

（
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
様
式
）

（
政
治
資
金
監
査
報
告
書
の
様
式
）

 

第
十
六
条　

法
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
は
、
別
記
第
三
十
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

第
十
六
条　

法
第
十
九
条
の
十
三
第
三
項
の
政
治
資
金
監
査
報
告
書
は
、
別
記
第
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

 

す
る
。

す
る
。

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
代
表
者
に
よ
る
確
認
書
の
様
式
） 

 

 

第
十
七
条
の
二　

法
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
二
項
の
確
認
書
は
、
別
記
第
三
十
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

［
新
設
］ 

 

る
。

 
 

 

（
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
方
法
）

（
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
方
法
）

 
 

第
二
十
四
条
の
二　

令
第
十
四
条
（
令
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令

第
二
十
四
条
の
二　

［
同
上
］

 
 

 

で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

 
 

 

　

［
一　

略
］

　

［
一　

同
上
］

 

　

二　

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
第
四
　

二　

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六

 

十
二
条
に
お
い
て
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
令
第
十
一
条
第

 

る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下
単
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
令
第

一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場

 
 

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
又
は
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
又
は
請
求
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法

 

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
出
又
は
請
求
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法

 

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
通
知
） 

 

 

第
二
十
四
条
の
三　

法
第
十
九
条
の
十
六
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書
は
、
別
記
第
三
十
三
号
様
式
に
よ
る
も

［
新
設
］ 

 

の
と
す
る
。
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（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
様
式
）

（
登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
の
様
式
）

 
第
二
十
八
条　

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
は
、
別
記
第
三
十
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条　

登
録
政
治
資
金
監
査
人
証
票
は
、
別
記
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

（
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
様
式
） 

 

第
三
十
四
条　

削
除

第
三
十
四
条　

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
別
記
第
三
十
一
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す

 

る
。

 
 

 

（
純
資
産
か
ら
控
除
す
る
資
本
金
等
）

（
純
資
産
か
ら
控
除
す
る
資
本
金
等
）

 

第
三
十
八
条　

令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
社
の
区
分
に

第
三
十
八
条　

令
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
社
の
区
分
に

 
 

 

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

株
式
会
社　

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の 

一　

株
式
会
社　

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 

［
イ
～
ホ　

略
］

［
イ
～
ホ　

同
上
］

 

ヘ　

株
式
引
受
権 

［
新
設
］ 

 

ト　

［
略
］ 

ヘ　

［
同
上
］ 

 

［
二　

略
］

［
二　

同
上
］

 

（
民
間
事
業
者
等
が
作
成
を
行
う
書
面
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
） 

（
民
間
事
業
者
等
が
作
成
を
行
う
書
面
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
） 

 

第
四
十
条　

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

第
四
十
条　

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

 

十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一

十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一

 

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
作
成
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
作
成
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

 

て
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第

て
同
じ
。
）
は
、
法
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準

 

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
十
四
又
は
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
四
項
の
規
定

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
提
出
又
は
届
出
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て

 

に
よ
る
提
出
又
は
届
出
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
法
第
六
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
提
出
等
」
と
い

「
法
第
六
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
提
出
等
」
と
い
う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
十
九
条
の
十
五

 

う
。
）
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
文
書
の
作
成
と
す
る
。 

に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
お
け

 
 

る
次
に
掲
げ
る
文
書
の
作
成
と
す
る
。 

 

［
一
～
八　

略
］ 

［
一
～
八　

同
上
］ 

 

九　

法
第
十
九
条
の
十
四
の
二
第
二
項
の
確
認
書 

　

［
新
設
］ 

 

十　

法
第
十
九
条
の
十
六
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
文
書 

　

［
新
設
］ 

 

［
２　

略
］ 

［
２　

同
上
］ 

 

３　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
電
子
文
書
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で

３　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
電
子
文
書
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で

 

あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
署
名
等
を
す
べ
き
者
に
よ
る
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に

あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
署
名
等
を
す
べ
き
者
に
よ
る
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に

 

係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十

係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十

 

八
号
。
第
四
十
二
条
に
お
い
て
「
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
と
す
る
。 

 

す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
と
す
る
。

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
求
等
の
特
例
） 

 

 

第
四
十
二
条　

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
十

［
新
設
］ 

 

九
条
の
十
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
令
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く

 

 

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
第
四
条
第
二
項

 

 

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

 

２　

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

 

 

い
て
は
、
同
項
中
「
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電

 

4



 

子
証
明
書
が
併
せ
て
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
」
と
あ

 

 

る
の
は
、
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
氏
名
又
は
名
称
の
入
力
」
と
す
る
。

 
別
記

 
別
記

 

 
第

11号
様
式
第
４
条
関
係

 
第

11号
様
式
第
４
条
関
係

 
（

）
（

）

 

［様
式

　

略
］ 

［様
式

　

同
左

］ 

 

　

［

備
考

　
略

］ 

　

［

備
考

　

同
左

］ 
（

）
（

）

 
別
紙
 

別
紙
 

 

［様
式

　

略

］ 

［様
式

　

同
左

］ 

 

　

［１
・
２
　
略

］ 

　

［１
・
２
　
同
左

］ 

 

　

３

　

１
以
上
の
市
町
村

特
別
区
を
含
む

の
区
域

指
定
都
市
に
あ
つ
て
は

そ
の
区
又
は
総
合
区
の

　

３

　

１
以
上
の
市
町
村

特
別
区
を
含
む

の
区
域

指
定
都
市
に
あ
つ
て
は

そ
の
区
の
区
域

又
は

（
。

）
（

、
（

。
）

（
、

）

 
区
域
又
は
公
職
選
挙
法
第

1
2条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
に
あ
つ

公
職
選
挙
法
第

1
2
条
に
規
定
す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
に
あ
つ
て
は

）
、

 
て
は

「
□
」内

に

「✓

」を
記
入
す
る
こ
と

「
□
」内

に

「✓

」を
記
入
す
る
こ
と

、
。

。

 
第

11号
の
２
様
式

第
４
条
関
係

 

［新
設

］ 
（

）

 

［様
式

　

別
紙
１
　
挿
入

］

 
第

1
2号
様
式
第
５
条
関
係

第
1
2号
様
式
第
５
条
関
係

（
）

（
）

 

［様
式
　
別
紙
３
　
挿
入

］ 

［様
式
　
別
紙
２
　
挿
入

］ 

 

　

（記
載
要
領

）

　

（記
載
要
領

）

 

　

［１
　
略

］　

 

　

［１
　
同
左

］ 

 
　
２

　

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

」の
項

「事
由
発

　

［新
設

］ 

 
生
年
月
日

」の
欄
に
は

公
職
の
候
補
者
を
推
薦
し

又
は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
政
治

 
、

、

 
団
体
と
し
て

法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

 
、

 
つ
た
年
月
日
を

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関
係
政
治
団

 
、

 
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体

」の
項

「事
由
発
生
年
月
日

」の
欄
に
は

法
第
1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
各

 
、

 
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
寄
附
の
金
額
が
年
間

1
0
0
0
万
円
以
上
と
な
つ
た
年
月
日
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す

 
る
こ
と

。

 
　
３

　

法
第

1
9
条
の

1
6の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体
の
う

　

［新
設

］ 

 
ち

そ
の
受
け
た
特
定
関
係
寄
附
が
同
項
第
２
号
の
寄
附
で
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は

「政
治
資
金
規

 
、

、

 
正
法
第

1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体

」の
 

 
項

「公
職
の
候
補
者
の
氏
名
等

」の
欄
に
同
号
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
を

「公
職
の
候
補

、

 
者
に
係
る
公
職
の
種
類
等

」の
欄
に
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と

。

 
　
４

　

［略

］ 
　
２

　

［同
左

］ 

 
　
５

　

［略

］ 
　
３

　

［同
左

］ 

 
　
６

　

［略

］

　
４

　

［同
左

］
 
第

13号
様
式
第
６
条
関
係

 
第

13号
様
式
第
６
条
関
係

 
（

）
（

）

 

［様
式
　
略

］ 

［様
式
　
同
左

］ 

 

　

（記
載
要
領

）

　

（記
載
要
領

）

 

　
　

１
　
収
入
簿

　
　

１
　
収
入
簿

 

　
　

（１

）　

収
入
簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

全
て
の
収
入
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

　
　

（１

）　

収
入
簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

す
べ
て
の
収
入
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

、
、

。
、

、
、

。

5



 
適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い

、
、

、
、

、
、

、
、

、

 
こ
と

。
。

 
　
　

［
（２

）　

略

］

　
　

［
（２

）　

同
左

］

 

　
　

（３

）　

全
て
の
収
入
は

個
人
が
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

寄
附

（法
人
そ
の
他
の
団
体
が
負
担
す

　
　

（３

）　

す
べ
て
の
収
入
は

個
人
が
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

寄
附

（法
人
そ
の
他
の
団
体
が
負
担

、
、

、
、

 
る
党
費
又
は
会
費
を
含
む

以
下
同
じ

）

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

す
る
党
費
又
は
会
費
を
含
む

以
下
同
じ

）

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

。
。

、
、

。
。

、

 
借
入
金

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
及
び
そ
の
他
の
収
入
に
分
類
し

借
入
金

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
及
び
そ
の
他
の
収
入
に
分
類

、
、

、

 
て
記
載
す
る
こ
と

し
て
記
載
す
る
こ
と

。
。

 

　
　

［
（４

）　

略
］

　
　
　

［
（４

）　

同
左

］

 

　
　

（５

）　

寄
附

（政
党
匿
名
寄
附

（寄
附
の
う
ち

法
第

2
2
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
政
党
又
は
政
治

　
　

（５

）　

寄
附

（政
党
匿
名
寄
附

（寄
附
の
う
ち

法
第

2
2
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
政
党
又
は
政
治

、
、

 
資
金
団
体
が
街
頭
又
は
一
般
に
公
開
さ
れ
る
演
説
会
若
し
く
は
集
会
の
会
場
に
お
い
て
受
け
る
匿

資
金
団
体
が
街
頭
又
は
一
般
に
公
開
さ
れ
る
演
説
会
若
し
く
は
集
会
の
会
場
に
お
い
て
受
け
る
匿

 
名
の
寄
附
で
１
件
当
た
り
の
金
額
が
千
円
以
下
の
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）を
除
く

以
下

名
の
寄
附
で
１
件
当
た
り
の
金
額
が
千
円
以
下
の
も
の
を
い
う

以
下
同
じ

）を
除
く

以
下

。
。

。
。

。
。

 

（７

）を
除
き

１
に
お
い
て
同
じ

）に
つ
い
て
は

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名

住
所
及

（７

）を
除
き

１
に
お
い
て
同
じ

）に
つ
い
て
は

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名

住
所
及

、
。

、
、

、
。

、
、

 
び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
、

、
。

、
、

。

 
下

（６

）に
お
い
て
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

寄
下

（６

）に
お
い
て
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
寄
附
者
が
上
場
・
外
資

5
。

、
。

、
。

、

 
附
者
が
上
場
・
外
資

5
0％
超
会
社

（法
第

2
2条
の
５
第
１
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項

0
％
超
会
社

（法
第

2
2条
の
５
第
１
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

 
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
本
法
人
を
い
う

イ
に
お
い
て
同
じ

）で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を

日
本
法
人
を
い
う

イ
に
お
い
て
同
じ

）で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

。
。

、
。

。
。

、

 
寄
附
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

（寄
附
を
受
け
た
者
が
国
会
議
員
関

記
載
に
当
た
つ
て
は

当
該
寄
附
を

「個
人
か
ら
の
寄
附

」

「法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄

、
、

 
係
政
治
団
体

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
で
あ
る
場
合
を
除
く

）を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と

附

」又
は

「政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」に
区
分
し

寄
附
者
別
に
次
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
、

 
な
お

記
載
に
当
た
つ
て
は

当
該
寄
附
を

「個
人
か
ら
の
寄
附

」

「法
人
そ
の
他
の
団
体

ま
た

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
は

寄
附
に
は
該
当
し
な
い
た

。
、

、
、

。
、

、

 
か
ら
の
寄
附

」又
は

「政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」に
区
分
し

寄
附
者
別
に
次
の
例
に
よ
り
記
載

め

「政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」に
含
め
な
い
こ
と

 
、

、
。

 
す
る
こ
と

ま
た

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入
は

寄
附
に
は
該
当

 
。

、
、

 
し
な
い
た
め

「政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

」に
含
め
な
い
こ
と

、
。

 
ア
　
個
人
か
ら
の
寄
附
に
あ
つ
て
は

寄
附
者
の
氏
名
を

「摘
要

」欄
に

「甲
野
太
郎

」と
い
う

ア
　
個
人
か
ら
の
寄
附
に
あ
つ
て
は

寄
附
者
の
氏
名
を

「摘
要

」欄
に

「甲
野
太
郎

」と
い
う

、
、

 
よ
う
に
記
載
し

寄
附
者
の
住
所
及
び
職
業
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１

よ
う
に
記
載
し

寄
附
者
の
住
所
及
び
職
業
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１

、
、

 
丁
目
１
番
１
号
○
○
会
館
○
号
室

（会
社
役
員

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

丁
目
１
番
１
号
○
○
会
館
○
号
室

（甲
会
社
社
長

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

。
、

。

 
特
定
寄
附

（法
第

1
9条
の
４
に
規
定
す
る
寄
附
を
い
う

）に
つ
い
て
は

個
人
か
ら
の
寄
附

特
定
寄
附

（法
第

1
9
条
の
４
に
規
定
す
る
寄
附
を
い
う

）に
つ
い
て
は

個
人
か
ら
の
寄

。
、

、
。

、

 
の
項
目
に
記
載
す
る
も
の
と
し

例
え
ば

甲
野
太
郎
が
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
で

附
の
項
目
に
記
載
す
る
も
の
と
し

例
え
ば

甲
野
太
郎
が
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者

、
、

、
、

 
あ
る
場
合
に
は

「摘
要

」欄
に

「㊕
甲
野
太
郎

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

ま
た

で
あ
る
場
合
に
は

「摘
要

」欄
に

「㊕
甲
野
太
郎

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

ま
た

、
。

、
、

。

 
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は

「備
考

」欄
に

「遺
贈

」と
記
載
す
る
こ
と

遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は

「備
考

」欄
に

「遺
贈

」と
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
、

。

 

［イ
　
略

］

［イ
　
同
左

］

 
ウ
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は

寄
附
者
の
名
称
を

「摘
要

」欄
に

「甲
政
治
団
体

」

ウ
　
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は

寄
附
者
の
名
称
を

「摘
要

」欄
に

「甲
政
治
団
体

」

、
、

 
と
い
う
よ
う
に
記
載
し

寄
附
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を

「備
と
い
う
よ
う
に
記
載
し

寄
附
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を

「備
、

、

 
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

（甲
野
太
郎

）
」と

い
う
よ
う
に
記

考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

（甲
野
太
郎

）
」と

い
う
よ
う
に
記

 
載
す
る
こ
と

な
お

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

（政
党
及
び
政
治
資
金
団

載
す
る
こ
と

。 
。

、

 
体
を
除
く

）に
あ
つ
て
は

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は

「備
 

。
、

、

 
考

」欄
に

「国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
 

。

 

　
　
　

［
（６

）

（７

）　

略

］

　
　
　

［
（６

）

（７

）　

同
左

］

～
～

 

　
　
　

（８

）　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該
 

　
　
　

（８

）　
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
の
種
類
並
び
に
当
該
 

、
、

6



 
種
類
ご
と
の
金
額
及
び
収
入
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

機
関
紙
誌
の
発

種
類
ご
と
の
金
額
及
び
収
入
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

機
関
紙
誌
の
発

、
、

、
、

 
行
事
業
及
び
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
に
あ
つ
て
は

事
業
の
種
類
を

「摘
要

」欄
に

行
事
業
及
び
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
に
あ
つ
て
は

事
業
の
種
類
を

「摘
要

」欄
に

、
、

 

「甲
機
関
紙

」

「乙
機
関
雑
誌

」

「甲
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」

「乙
政
治
資

「甲
機
関
紙

」

「乙
機
関
雑
誌

」

「甲
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」

「乙
政
治
資

、
、

、
、

、
、

 
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」と
い
う
よ
う
に
細
分
し
た
上
で
記
載
し

そ
の
他
の
事
業
に
あ
つ
て

金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」と
い
う
よ
う
に
細
分
し
た
上
で
記
載
し

そ
の
他
の
事
業
に
あ
つ
て

、
、

 
は

当
該
事
業
の
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と

ま
た

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

は

「そ
の
他
の
催
物
事
業

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

ま
た

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー

、
。

、
、

。
、

 
に
つ
い
て

他
の
政
治
団
体
と
共
同
で
開
催
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
政

開
催
事
業
に
つ
い
て

他
の
政
治
団
体
と
共
同
で
開
催
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
旨
及
び
当

、
、

、
、

 
治
団
体
の
名
称
を

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
の

該
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
。

、
。

、

 
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳
を
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

 
催
事
業
の
対
価
に
係
る
収
入
の
内
訳
を
次
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

 
。

。

 

［ア

　

略
］ 

［ア

　

同
左

］ 

 

（ア

）　
個
人
か
ら
の
対
価
の
支
払
に
あ
つ
て
は
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
氏
名
を

「摘
要

」 

（ア

）　
個
人
か
ら
の
対
価
の
支
払
に
あ
つ
て
は
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
氏
名
を

「摘
要

」 
、

、

 
欄
に

「甲
野
太
郎

」と
い
う
よ
う
に
記
載
し
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
住
所
及
び
職
業
 

欄
に

「甲
野
太
郎

」と
い
う
よ
う
に
記
載
し
対
価
の
支
払
を
し
た
者
の
住
所
及
び
職
業
 

、
、

 
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号
○
○
会
館
○
号
室

（会
を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号
○
○
会
館
○
号
室

（甲
 

 
社
役
員

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
会
社
社
長

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
。

。

 

［
（イ

）
・
（ウ

）　

略

］ 

［
（イ

）
・
（ウ

）　

同
左

］ 

 

［イ

　

略

］ 

［イ

　

同
左

］ 

 

　
　
　

［
（９

）

（13

）　

略

］ 

　
　
　

［
（９

）

（13

）　

同
左

］ 
～

～

 

　
　

２
　
支
出
簿
 

　
　

２
　
支
出
簿
 

 

　
　

（１

）　

支
出
簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

全
て
の
支
出

（当
該
政
治
団
体
の
た
め
に

　
　

（１

）　

支
出
簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

す
べ
て
の
支
出

（当
該
政
治
団
体
の
た
め

、
、

、
、

 
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む

）を
記
載
す
る
こ
と

に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む

）を
記
載
す
る
こ
と

。
。

。

 
な
お

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
差
し
支
え
な

な
お

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
さ
し
つ
か

、
、

、
、

、
。

、
、

、
、

、

 
い
こ
と

え
な
い
こ
と

。
。

 

　
　
　

［
（２

）　

略

］

　
　
　

［
（２

）　

同
左

］

 

　
　

（３

）　

全
て
の
支
出
は

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常
経
費
に
あ
つ
て
は

　
　

（３

）　

す
べ
て
の
支
出
は

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常
経
費
に
あ
つ
て
は

、
、

、
、

、

 
人
件
費

光
熱
水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費
に
あ
つ
て
は

人
件
費

光
熱
水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費
に
あ
つ
て

、
、

、
、

、
、

、

 
組
織
活
動
費

選
挙
関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

寄
附
・

は
組
織
活
動
費

選
挙
関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

寄
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

 
交
付
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し
て
記
載
す
る
こ
と

附
・
交
付
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し
て
記
載
す
る
こ
と

。
。

 

　
　

（４

）　

全
て
の
支
出
は

支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称

）を
「支

出
を

　
　

（４

）　

す
べ
て
の
支
出
は

支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名

（団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称

）を

「支
出

、
、

、
、

 
受
け
た
者
の
氏
名

」欄
に

「甲
野
太
郎

」
（団

体
に
あ
つ
て
は

「乙
製
本
株
式
会
社

（丙
支

を
受
け
た
者
の
氏
名

」欄
に

「甲
野
太
郎

」
（団

体
に
あ
つ
て
は

「乙
製
本
株
式
会
社

（丙
支

、
、

 
店

）
」
（当

該
政
治
団
体
の
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
交
付
金
を
供
与
し
た
場
合
に
は

「
○交甲

店

）
」
（当

該
政
治
団
体
の
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
交
付
金
を
供
与
し
た
場
合
に
は

「
○交甲

、
、

 
党
乙
支
部

」
）
）と

い
う
よ
う
に
記
載
し

支
出
を
受
け
た
者
の
住
所

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
党
乙
支
部

」
）
）と

い
う
よ
う
に
記
載
し

支
出
を
受
け
た
者
の
住
所

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
、

、
、

、

 
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１

の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）を

「備
考

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１

 
号

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

号

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

 

　
　
　

（５

）　

経
常
経
費
に
係
る
支
出
は

次
の
分
類
基
準
に
よ
り

当
該
項
目
ご
と
に
支
出
を
受
け
た
者

　
　
　

（５
）　

経
常
経
費
に
係
る
支
出
は

次
の
分
類
基
準
に
よ
り

当
該
項
目
ご
と
に

支
出
を
受
け
た
者

、
、

、
、

、
、

 
の
氏
名
及
び
住
所

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）並
び
に
そ

の
氏
名
及
び
住
所

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）並
び
に
そ

、
、

 
の
支
出
の
目
的
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

 
の
支
出
の
目
的
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

 
、

。
、

。

 

　
　
　
　

［ア
・
イ

　

略

］　

 

　
　
　
　

［ア
・
イ

　

同
左

］ 

 

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ツ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ツ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

、
、

ー
、

、
。

、
、

ー
、

、
。

 
備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

新
聞

雑
誌

ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗

備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

鉛
筆

イ
ン
ク

事
務
服

新
聞

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

7



 
品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

 
雑
誌
ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗
品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

 
。

、
。

 
　
　
　
　

［エ

　

略

］

　
　
　
　

［エ

　

同
左

］

 

　
　
　

［
（６

）

（８

）　

略

］

　
　
　

［
（６

）

（８

）　

同
左

］

～
～

 

　
　

３
　
運
用
簿

　
　

３
　
運
用
簿

 

　
　
　

（１
）　

運
用
簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

法
第
８
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

　
　
　

（１

）　

運
用
簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

法
第
８
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

、
、

、
、

 
る
運
用
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

る
運
用
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

。
、

、
、

、
。

、
、

、
、

 
日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

 
日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と

 
、

。
、

。

 

　
　
　

［
（２

）　

略
］

　
　
　

［
（２

）　

同
左

］

 

　
　
　

（３

）　
預
入
れ
等
に
係
る
事
項
と
は

預
金

（普
通
預
金
及
び
当
座
預
金
を
除
く
以
下
同
じ

）又
 

　
　
　

（３

）　
預
入
れ
等
に
係
る
事
項
と
は
預
金

（普
通
預
金
及
び
当
座
預
金
を
除
く
以
下
同
じ

）又
 

、
。

。
、

。
。

 
は
貯
金

（普
通
貯
金
を
除
く
以
下
同
じ

）の
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
の
預
入
れ
に
係
る

 
は
貯
金

（普
通
貯
金
を
除
く
以
下
同
じ

）の
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
へ
の
預
入
れ
に
係
る

 
。

。
。

。

 
事
項
国
債
証
券
等

（国
債
証
券
地
方
債
証
券
政
府
保
証
債
券

（そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
 

事
項
国
債
証
券
等

（国
債
証
券
地
方
債
証
券
政
府
保
証
債
券

（そ
の
元
本
の
償
還
及
び
利
 

、
、

、
、

、
、

 
息
の
支
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う

）又
は
銀
行
農
林
中
央
金
庫
株
式
会
 

息
の
支
払
に
つ
い
て
政
府
が
保
証
す
る
債
券
を
い
う

）又
は
銀
行
農
林
中
央
金
庫
商
工
組
 

。
、

、
。

、
、

 
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
若
し
く
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券
を
い

 
合
中
央
金
庫
若
し
く
は
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
の
発
行
す
る
債
券
を
い
う

以
下

。

 
う
以
下
同
じ

）の
取
得
に
係
る
事
項
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律

 
同
じ

）の
取
得
に
係
る
事
項
及
び
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
１
条
第

。
。

。

 
第
１
条
第
１
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託

（元
本
補
塡
の
契
約
の
あ
る
も
の
に
 

１
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
へ
の
金
銭
信
託

（元
本
補
て
ん
の
契
約
の
あ
る
も
の
に
限
る

。

 
限
る
以
下
同
じ

）に
係
る
事
項
を
い
う

 
以
下
同
じ

）に
係
る
事
項
を
い
う

 
。

。
。

。
。

 

　
　
　

［
（４

）

（７

）　

略

］ 

　
　
　

［
（４

）

（７

）　

同
左

］ 
～

～

 

　
　
　

（８

）　
金
銭
信
託
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
信
託
し
た
と
き
は
当
該
金
銭
信
託
の
受
託
者
の
名
称
及
び
所
 

　
　
　

（８

）　
金
銭
信
託
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
信
託
し
た
と
き
は
当
該
金
銭
信
託
の
受
託
者
の
名
称
及
び
所
 

、
、

 
在
地

信
託
し
た
金
銭
の
額
並
び
に
信
託
の
設
定
年
月
日

期
間
及
び
種
類
を
記
載
す
る
も
の
と

在
地

信
託
し
た
金
銭
の
額
並
び
に
信
託
の
設
定
年
月
日

期
間
及
び
種
類
を
記
載
す
る
も
の
と

、
、

、
、

 
し

記
載
の
要
領
は

当
該
金
銭
信
託
の
種
類
及
び
期
間
を

「摘
要

」欄
に

「合
同
運
用
指
定
金

し
記
載
の
要
領
は

当
該
金
銭
信
託
の
種
類
及
び
期
間
を

「摘
要

」欄
に

「ビ
ッ
グ

（２
、

、
、

、

 
銭
信
託

（２
年

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
し

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地
を

「備
考

」欄
に

年

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
し

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地
を

「備
考

」欄
に

「甲
信
託
銀
行

、
、

 

「甲
信
託
銀
行

（乙
支
店

）

東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

」と
い
う
よ
う
に
記

（乙
支
店

）

東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

、
、

。

 
載
す
る
こ
と

ま
た

こ
れ
が
終
了
し
た
と
き
は
当
該
金
銭
信
託
の
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ま
た

こ
れ
が
終
了
し
た
と
き
は
当
該
金
銭
信
託
の
受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

委
託
者
に
帰

。
、

、
、

 
委
託
者
に
帰
属
し
た
金
銭
の
額

信
託
し
た
金
銭
の
額
及
び
収
入
金
額
並
び
に
信
託
の
終
了
年

 
属
し
た
金
銭
の
額

信
託
し
た
金
銭
の
額
及
び
収
入
金
額
並
び
に
信
託
の
終
了
年
月
日

期
間
及

、
、

、
、

 
月
日
期
間
及
び
種
類
を
記
載
す
る
も
の
と
し
記
載
の
要
領
は

当
該
金
銭
信
託
の
種
類
及
び

 
び
種
類
を
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

当
該
金
銭
信
託
の
種
類
及
び
期
間
を

「摘
、

、
、

、
、

 
期
間
を

「摘
要

」欄
に

「合
同
運
用
指
定
金
銭
信
託

（２
年

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
し

受
託

要

」欄
に

「ビ
ッ
グ

（２
年

）
」と

い
う
よ
う
に
記
載
し

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地
を

「備
、

、

 
者
の
名
称
及
び
所
在
地
を

「備
考

」欄
に

「甲
信
託
銀
行

（乙
支
店

）

東
京
都
千
代
田
区
○
○

考

」欄
に

「甲
信
託
銀
行

（乙
支
店

）

東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

」と
い
う

、
、

 
町
１
丁
目
１
番
１
号

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
。

。

 

　
　
　

［
（９

）
・
（10

）　

略

］

　
　
　

［
（９

）
・
（10

）　

同
左

］

 
第

14号
様
式
第
８
条
関
係

第
14号
様
式
第
８
条
関
係

（
）

（
）

 
そ
の
１

そ
の
１

（
）

（
）

 

［様
式
　
別
紙
５
　
挿
入

］

［様
式
　
別
紙
４
　
挿
入

］

 

［

そ
の
２

そ
の

19

　

略

］

［

そ
の
２

そ
の

19

　

同
左

］

（
）
～
（

）
（

）
～

（
）

 
そ
の

20
 

そ
の

20
 

（
）

（
）

 

［様
式
　
別
紙
７
　
挿
入

］

［様
式
　
別
紙
６
　
挿
入

］
 

　

［
（備

考

）　
略

］

　

［
（備

考

）　
同
左

］

 

　

（記
載
要
領

）

　

（記
載
要
領

）

 

　
　

［１
　
略

］

　
　

［１
　
同
左

］

8



 

　
　

２

　

こ
の
報
告
書
は

毎
年

1
2
月

3
1
日

（解
散
等
の
場
合
に
は

そ
の
日

）現
在
で
そ
の
年
に
お
け
る
全

　
　

２

　

こ
の
報
告
書
は

毎
年

1
2
月

3
1
日

（解
散
等
の
場
合
に
は

そ
の
日

）現
在
で

そ
の
年
に
お
け
る
す

、
、

、
、

、
、

 
て
の
収
入
及
び
支
出

（当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ

べ
て
の
収
入
及
び
支
出

（当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ

 
た
支
出
を
含
む

）の
総
額

項
目
別
の
金
額

翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
及
び
資
産
等
並
び
に
以
下
に

れ
た
支
出
を
含
む

）の
総
額

項
目
別
の
金
額
及
び
資
産
等
並
び
に
以
下
に
掲
げ
る
事
項

（こ
れ
ら
の

。
、

、
。

、

 
掲
げ
る
事
項

（こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は

そ
の
旨

）を
記
載
す
る
こ
と

事
項
が
な
い
と
き
は
そ
の
旨

）を
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

 

　
　

３

　

収
入
と
は

金
銭

物
品

不
動
産
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
の
収
受
で

法
第
８
条
の
３
各
号
に
掲

　
　

３

　

収
入
と
は

金
銭

物
品

不
動
産
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
の
収
受
で

法
第
８
条
の
３
各
号
に
掲

、
、

、
、

、
、

、
、

 
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
の
た
め
に
供
与
し

又
は
交
付
し
た
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
当
該
運
用
に
係
る
当

げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
の
た
め
に
供
与
し

又
は
交
付
し
た
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
当
該
運
用
に
係
る
当

、
、

 
該
金
銭
等
に
相
当
す
る
金
銭
等
の
収
受
以
外
の
も
の
を
い
う

支
出
と
は

金
銭
物
品

不
動
産
そ
の

該
金
銭
等
に
相
当
す
る
金
銭
等
の
収
受
以
外
の
も
の
を
い
い

支
出
と
は

金
銭

物
品

不
動
産
そ
の

。
、

、
、

、
、

、
、

 
他
の
財
産
上
の
利
益
の
供
与
又
は
交
付
で

法
第
８
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
の
た
め
に

他
の
財
産
上
の
利
益
の
供
与
又
は
交
付
で

法
第
８
条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
運
用
の
た
め
に

、
、

 
す
る
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
供
与
又
は
交
付
以
外
の
も
の
を
い
う

翌
年
へ
の
繰
越
し
の
金
額
と
は

す
る
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
供
与
又
は
交
付
以
外
の
も
の
を
い
う

な
お

金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益

。
、

。
、

 

「前
年
か
ら
の
繰
越
額

」と

「本
年
の
収
入
額

」の
合
計
額

（
「収

入
総
額

」
）か

ら

「支
出
総
額

」

に
あ
つ
て
は

こ
れ
を
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
を
記
載
し
そ
の
根
拠
を

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ

、
、

、

 
を
控
除
し
た
金
額
を
い
う

な
お

金
銭
以
外
の
財
産
上
の
利
益
に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
時
価
に
見
積
も

と
。

、
、

。

 
つ
た
金
額
を
記
載
し

そ
の
根
拠
を

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

、
。

 

　
　

４
　
様
式

（そ
の
１

）に
つ
い
て
 

　
　

４
　
様
式

（そ
の
１

）に
つ
い
て
 

 

　
　
　

［
（１

）　

略

］

　
　
　

［
（１

）　

同
左

］

 

　
　
　

（２

）　

「資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
有
無

」欄
の
中
の

「□

」に
つ
い
て
は

1
2月

3
1日
現
在
で
資
金
 

　
　
　

（２

）　

「資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
有
無

」欄
の
中
の

「□

」に
つ
い
て
は

1
2月

3
1日
現
在
で
資
金
 

、
、

 
管
理
団
体
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

「有

」の

「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2月

3
1 

管
理
団
体
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

「有

」の

「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2月

3
1 

、
、

 
日
現
在
で
資
金
管
理
団
体
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
場
合
に
は

「無

」の

「□

」に

「✓
 

日
現
在
で
資
金
管
理
団
体
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
場
合
に
は

「無

」の

「□

」に

「✓
 

 

」を
記
入
す
る
こ
と
さ
ら
に

「資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
有
無

」欄
の
中
の

「公
職
の
種
類

 

」を
記
入
す
る
こ
と
さ
ら
に

「資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
有
無

」欄
の
中
の

「公
職
の
種
類

 
。

、
。

、

 

」及
び

「資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

」は
12
月
31
日
現
在
で
資
金
管
理
団
体
と

 

」及
び

「資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

」は
12
月

31日
現
在
で
資
金
管
理
団
体
と

 
、

、

 
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て

「公
職
の
種
類

」 
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て

「公
職
の
種
類

」 
。

、
。

、

 
に
は
衆
議
院
議
員
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
区
分
に

 
に
は
衆
議
院
議
員
参
議
院
議
員
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
の
区
分
に

 
、

、
、

、

 
よ
り
そ
の
職
に
つ
い
て
は
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
当
該
選

 
よ
り
そ
の
職
に
つ
い
て
は
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
当
該
選

 
、

、

 
挙
区
名
を
付
し
て
そ
の
職
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は

「衆
議
院
議
員
東
京
都
第
○
区
選
挙
区

（現
 

挙
区
名
を
付
し
て
そ
の
職
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は

「衆
議
院
議
員
東
京
都
第
○
区
選
挙
区

（現
 

、
、

 
職

）
」

そ
の
職
の
候
補
者
に
あ
つ
て
は

「衆
議
院
議
員
近
畿
選
挙
区

（候
補
者

）
」

候
補
者

 
職

）
」

そ
の
職
の
候
補
者
に
あ
つ
て
は

「衆
議
院
議
員
近
畿
選
挙
区

（候
補
者

）
」

候
補
者

 
、

、
、

、

 
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は

「甲
県
議
会
議
員
乙
市
選
挙
区

（候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者

 
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は

「甲
県
議
会
議
員
乙
郡
選
挙
区

（候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者

 

 

）
」の

例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
な
お

1
2月

3
1日
現
在
で
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関

 

）
」の

例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
な
お

1
2月

3
1日
現
在
で
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
 

。
、

。
、

 
す
る
特
例
規
定

（法
第

19条
の
９
の
規
定
を
い
う
以
下
同
じ

）の
適
用
の
有
無
に
か
か
わ
ら

 
す
る
特
例
規
定

（法
第
19条
の
９
の
規
定
を
い
う
以
下
同
じ

）の
適
用
の
有
無
に
か
か
わ
ら

 
。

。
。

。

 
ず
記
載
す
る
こ
と

 
ず
記
載
す
る
こ
と

 
、

。
、

。

 

　
　
　

［
（３

）　

略

］ 
　
　
　

［
（３

）　

同
左

］ 

 

　
　
　

（４

）　

「国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

」欄
の
中
の

「□

」に
つ
い
て
は

「政
治
団
体
の
区

　
　
　

（４

）　

「国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

」欄
の
中
の

「□

」に
つ
い
て
は

「政
治
団
体
の
区

、
、

 
分

」欄
の
中
の
該
当
す
る

「□

」に

「✓

」を
記
入
し
た
上
で

1
2
月

3
1
日
現
在
で
法
第

1
9
条
の

分

」欄
の
中
の
該
当
す
る

「□

」に

「✓

」を
記
入
し
た
上
で

1
2
月

3
1
日
現
在
で
法
第

1
9
条
の

、
、

 
７
第
１
項
第
１
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る

７
第
１
項
第
１
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る

 
特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
係

特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
１
号
に
係

 
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

」の

「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2
月

3
1
日
現
在
で
同
項
第
２
号

る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

」の

「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2
月

3
1
日
現
在
で
同
項
第
２
号

、
、

 
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用

に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用

 
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係

さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係

 
政
治
団
体

」の

「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2
月

3
1
日
現
在
で
同
項
第
３
号
に
係
る
国
会
議
員

政
治
団
体

」の
「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2
月

3
1
日
現
在
で
同
項
第
３
号
に
係
る
国
会
議
員

、
、

 
関
係
政
治
団
体
と
し
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
場
合

関
係
政
治
団
体
と
し
て
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
場
合

9



 
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

」の
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

」の

 

「□

」に

「✓

」を
記
入
し

1
2
月

3
1
日
現
在
で
法
第

1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国

「□

」に

「✓

」を
記
入
す
る
こ
と

 
、

。

 
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用
さ

　

さ
ら
に

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

欄
の
中
の

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
等

及
、

、
「

」
「

」

 
れ
て
い
た
場
合
に
は

「政
治
資
金
規
正
法
第

1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関

び
公
職
の
種
類
等

は
1
2
月

3
1
日
現
在
で
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が

「
」

、

 
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体

」の

「□

」に

「✓

」を
記
入
す
る
こ
と

 
適
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

国
会
議
員
関
係
政
治
団

。
。

、

 
　

さ
ら
に

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

欄
の
中
の

公
職
の
候
補
者
の
氏
名
等

及
体
の
区
分
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
と
お
り
記
載
す
る
こ
と

な
お

12
月
31
日
現
在
で
の
資
金
管

 
、
「

」
「

」
。

、

 
び

公
職
の
種
類
等

は
1
2
月

3
1
日
現
在
で
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が

理
団
体
の
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
記
載
す
る
こ
と

 
「

」
、

、
。

 
適
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

国
会
議
員
関
係
政
治
団

。
、

 
体
の
区
分
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
と
お
り
記
載
す
る
こ
と

な
お

1
2
月

3
1
日
現
在
で
の
資
金
管

。
、

 
理
団
体
の
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
記
載
す
る
こ
と

、
。

 

［ア
ウ

　

略

］

［ア
ウ

　

同
左

］

～
～

 
エ
　
法
第

1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治

［新
設

］

 
団
体
の
う
ち
そ
の
受
け
た
特
定
関
係
寄
附
が
同
項
第
１
号
の
寄
附
で
あ
る
も
の
　

公
職
の
候

「

 
補
者
の
氏
名
等

に
同
号
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
を

」
、

「

 
公
職
の
種
類
等

に
そ
の
者
に
係
る
公
職
の
種
類
を

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
区
分

」
、

 
に
よ
り

そ
の
職
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は

衆
議
院
議
員

現
職

そ
の
職
の
候
補
者
及

、
「

（
）

」
、

 
び
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は

衆
議
院
議
員

候
補
者
等

の
例
に
よ
り
記

「
（

）
」

 
載
す
る
こ
と

。

 
オ
　
法
第

1
9
条
の

1
6
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治

［新
設

］

 
団
体
の
う
ち
そ
の
受
け
た
特
定
関
係
寄
附
が
同
項
第
２
号
の
寄
附
で
あ
る
も
の
　

公
職
の
候

「

 
補
者
の
氏
名
等

に
同
号
の
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
を

公
職
の
種
類
等

に
法

」
、

「
」

 
第

19条
の
７
第
１
項
第
３
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と

。

 

　
　
　

［
（５

）　

略

］

　
　
　

［
（５

）　

同
左

］

 

　
　

［５

　

略

］

　
　

［５

　

同
左

］

 

　
　

６
　
様
式

（そ
の
３

）に
つ
い
て

 

　
　

６
　
様
式

（そ
の
３

）に
つ
い
て

 

 

　
　
　

［
（１

）　

略

］ 

　
　
　

［
（１

）　

同
左

］ 

 

　
　
　

（２

）　

「事
業
の
種
類

」欄
に
は

機
関
紙
誌
の
発
行
及
び
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
に
あ
つ

　
　
　

（２

）　

「事
業
の
種
類

」欄
に
は

機
関
紙
誌
の
発
行
及
び
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
に
あ
つ

、
、

 
て
は

事
業
の
種
類
を

「甲
機
関
紙

」

「乙
機
関
雑
誌

」

「甲
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催

て
は

事
業
の
種
類
を

「甲
機
関
紙

」

「乙
機
関
雑
誌

」

「甲
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催

、
、

、
、

、
、

 
事
業

」

「乙
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」と
い
う
よ
う
に
細
分
し
た
上
で
記
載
し

そ
事
業

」

「乙
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業

」と
い
う
よ
う
に
細
分
し
た
上
で
記
載
し

そ
、

、
、

、

 
の
他
の
事
業
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
の
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と

 
の
他
の
事
業
に
あ
つ
て
は

「そ
の
他
の
催
物
事
業

」と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

 
、

。
、

。

 

　
　
　

（３

）　

政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ー開
催
事
業
に
つ
い
て
は

開
催
年
月
日
及
び
開
催
場
所
を

「備
考

」欄

　
　
　

［新
設

］ 
、

 
に
記
載
す
る
こ
と

 
 

。

 

　
　
　

（４

）　

［略

］ 

　
　
　

（３
）　

［同
左

］ 

 

　
　

［７
９

　

略

］ 

　
　

［７
９

　

同
左

］ 
～

～

 

　
　

10
　
様
式

（そ
の
７

）に
つ
い
て

　
　

10
　
様
式

（そ
の
７

）に
つ
い
て

 

　
　
　

（１

）　

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が

年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

　
　
　

（１

）　

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が

年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て

、
、

、
、

 
は

そ
の
寄
附
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
は

そ
の
寄
附
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

（団
体
に
あ
つ
て
は

そ
、

、
、

、
、

、
、

、

 
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
下
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額

の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

以
下
同
じ

）

当
該
寄
附
の
金
額

、
。

。
、

、
。

。
、

10



 
及
び
年
月
日
を
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と
ま
た
寄
附
者
が
上
場
・
外
資
50
％
超
会
社

（法
第
2

及
び
年
月
日
並
び
に
寄
附
者
が
上
場
・
外
資

5
0
％
超
会
社

（法
第

2
2
条
の
５
第
１
項
本
文
に
規
定

。
、

 
2
条
の
５
第
１
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
本
法
人
を
い
う

す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
本
法
人
を
い
う

（４

）に
お
い
て
同
じ

） 
。

。
。

 

（４

）に
お
い
て
同
じ

）で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を

寄
附
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で

で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
を
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

年
間
５
万
円
以
下
の
寄
附
に
つ
い

。
、

。
、

 
あ
る
と
き
は
そ
の
旨

寄
附
を
受
け
た
者
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
党
又
は
政
治
資
金
団

て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

（
、

。

 
体
で
あ
る
場
合
を
除
く

）を
併
せ
て
該
当
欄
に
記
載
す
る
こ
と

な
お

年
間
５
万
円
以
下

。
、

。
、

 
の
寄
附
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。

 

　
　
　

［
（２
）

（４

）　

略

］

　
　
　

［
（２

）

（４

）　

同
左

］

～
～

 

　
　
　

（５

）　

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
の
う
ち

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
に
つ
い
て
は

備

　
　
　

［新
設

］ 
、

、
「

 
考

欄
に

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

と
い
う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

寄
附
を
受
け
た
者

 
」

「
」

。
（

 
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
で
あ
る
場
合
を
除
く

、
。

）

 

　
　
　

（６

）　

［略

］

　
　
　

（５

）　

［同
左

］

 

　
　

1
1 　
様
式

（そ
の
８

）に
つ
い
て
 

　
　

1
1 　
様
式

（そ
の
８

）に
つ
い
て
 

 
　
　
　
　
同
一
の
者
に
よ
つ
て
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
さ
れ
た
寄
附
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
５
万
円
を
超
　
　
　
　
同
一
の
者
に
よ
つ
て
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
さ
れ
た
寄
附
で

そ
の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
５
万
円
を
超

、
、

 
え
る
も
の
に
つ
い
て
は

そ
の
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名
住
所
及
び
職
業

え
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
し
た
者
ご
と
に

そ
の
者
の
氏
名

住
所
及
び
職
業

、
、

、
、

、
、

 
並
び
に
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
寄
附
の
金
額

こ
れ
を
集
め
た
期
間
及
び
こ
れ
が
当
該
政
治
団
体

並
び
に
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
寄
附
の
金
額

こ
れ
を
集
め
た
期
間
及
び
こ
れ
が
当
該
政
治
団
体

、
、

 
に
提
供
さ
れ
た
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

1
0
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
な
お

に
提
供
さ
れ
た
年
月
日
を
記
載
す
る
も
の
と
し

記
載
の
要
領
は

1
0
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と

な
お

、
。

、
、

。
、

 
年
間
５
万
円
以
下
の
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
寄
附
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
差
し
支
え
な

年
間
５
万
円
以
下
の
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
寄
附
に
つ
い
て
も
必
要
に
応
じ
報
告
し
て
も
さ
し
つ
か
え

 
い
こ
と

な
い
こ
と

。
。

 

　
　

［12
15

　

略

］

　
　

［12
15

　

同
左

］

～
～

 

　
　

16

　

様
式

（そ
の

1
3

）に
つ
い
て
 

　
　

16

　

様
式

（そ
の

1
3

）に
つ
い
て
 

 
　
　
　
　
全
て
の
支
出
は

次
の
分
類
基
準
に
よ
り

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常
経
　
　
　
　
す
べ
て
の
支
出
は

次
の
分
類
基
準
に
よ
り

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常

、
、

、
、

、
、

 
費
に
あ
つ
て
は

人
件
費

光
熱
水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費
に

経
費
に
あ
つ
て
は

人
件
費

光
熱
水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費

、
、

、
、

、
、

、
、

 
あ
つ
て
は

組
織
活
動
費

選
挙
関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

寄
に
あ
つ
て
は
組
織
活
動
費
選
挙
関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

寄
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

 
附
・
交
付
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し
た
上
で

こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
年
間
の
支
出
金
額
を
記
載

附
・
交
付
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し
た
上
で

こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
年
間
の
支
出
金
額
を
記
載

、
、

 
す
る
こ
と

こ
の
場
合

当
該
政
治
団
体
の
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出
に

す
る
こ
と

こ
の
場
合

当
該
政
治
団
体
の
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出
に

。
、

。
、

 
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
そ
の
額
を

「備
考

」欄
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と

つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
そ
の
額
を

「備
考

」欄
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

 

　
　
　

（１

）　

経
常
経
費

 

　
　
　

（１

）経
常
経
費
 

 

　
　
　
　

［ア
・
イ

　

略

］　

 

　
　
　
　

［ア
・
イ

　

同
左

］ 

 

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ツ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ツ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

、
、

ー
、

、
。

、
、

ー
、

、
。

 
備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

新
聞

雑
誌

ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗

備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

鉛
筆

イ
ン
ク

事
務
服

新
聞

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

 
品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

 
雑
誌
ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗
品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

 
。

、
。

 

　
　
　
　

［エ

　

略

］ 

　
　
　
　

［エ

　

略

］ 

 

　
　
　

［
（２

）　

略

］

　
　
　

［
（２
）　

同
左

］

 

　
　

［17
22

　

略

］

　
　

［17
22

　

同
左

］

～
～

 

　
　

23

　

法
第

18条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
に
つ
い
て

 

　
　

23

　

法
第

18条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
に
つ
い
て

 

 
　
　
　

（１

）　

政
治
団
体
の
う
ち
法
第

1
8
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

（以
下

「特
定
パ

ー

　
　
　

（１

）　

政
治
団
体
の
う
ち
法
第

1
8
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

（以
下

「特
定
パ

ー

 
テ
ィ

ー開
催
団
体

」と
い
う

）に
あ
つ
て
は

報
告
書
を
提
出
す
る
日
現
在
で

当
該
特
定

テ
ィ

ー開
催
団
体

」と
い
う

）に
あ
つ
て
は

報
告
書
を
提
出
す
る
日
現
在
で

当
該
特
定

。
、

、
。

、
、

 
パ

ーテ
ィ

ー開
催
団
体
の
開
催
し
た
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
係
る
全
て
の
収
入

（予
定
さ
れ
る

パ

ーテ
ィ

ー開
催
団
体
の
開
催
し
た
政
治
資
金
パ

ーテ
ィ

ーに
係
る
全
て
の
収
入

（予
定
さ
れ
る

11



 
収
入
を
含
む

）及
び
支
出

（予
定
さ
れ
る
支
出
を
含
む

）の
総
額

項
目
別
の
金
額

全
て

収
入
を
含
む

）及
び
支
出

（予
定
さ
れ
る
支
出
を
含
む

）の
総
額

項
目
別
の
金
額
及
び
上

。
。

、
、

。
。

、

 
の
収
入
の
総
額
か
ら
全
て
の
支
出
の
総
額
を
控
除
し
た
金
額
及
び
上
記
に
掲
げ
る
事
項

（こ
れ
ら

記
に
掲
げ
る
事
項

（こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は

そ
の
旨

）を
記
載
す
る
も
の
と
し

予
定

、
、

 
の
事
項
が
な
い
と
き
は

そ
の
旨

）を
記
載
す
る
も
の
と
し

予
定
さ
れ
る
収
入
又
は
支
出
を
記

さ
れ
る
収
入
又
は
支
出
を
記
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
収
入
又
は
支
出
が

予
定
さ
れ
る

、
、

、
、

 
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
収
入
又
は
支
出
が

予
定
さ
れ
る
収
入
又
は
支
出
で
あ
る
旨
を

収
入
又
は
支
出
で
あ
る
旨
を

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

 
、

、
。

 

「備
考

」欄
に
記
載
す
る
こ
と

 
 

。

 

　
　
　

［
（２
）　

略

］

　
　
　

［
（２

）　

同
左

］

 

　
　

2
4

　

こ
の
報
告
書
を
提
出
す
る
際
に
は

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
に
あ
つ
て
は
監
査
意
見
書
及
び
領
収
書

　
　

2
4

　

こ
の
報
告
書
を
提
出
す
る
際
に
は

政
党
又
は
政
治
資
金
団
体
に
あ
つ
て
は
監
査
意
見
書
及
び
領
収
書

、
、

 
等
の
写
し
を

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

（当
該
年
中
に
お
い
て
一
部
の
期
間
の
み
国
会
議
員
関
係
政
治

等
の
写
し
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

（当
該
年
中
に
お
い
て
一
部
の
期
間
の
み
国
会
議
員
関
係
政
治
団

、
、

 
団
体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
を
含
む

）に
あ
つ
て
は
政
治
資
金
監
査
報
告
書

体
に
関
す
る
特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
た
も
の
を
含
む

）に
あ
つ
て
は
政
治
資
金
監
査
報
告
書
及
び

。
、

。

 
確
認
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
を

そ
の
他
の
政
治
団
体
に
あ
つ
て
は
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ

領
収
書
等
の
写
し
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
あ
つ
て
は
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と

な
お
第
９

、
、

。

 
と

な
お
第
９
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

振
込
明
細
書
の
写
し
を
当
該
振
込
明
細

条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は

振
込
明
細
書
の
写
し
を
当
該
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出

。
、

、

 
書
に
係
る
支
出
目
的
書
と
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

目
的
書
と
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

。
。

 
第

18号
様
式
第

11
条
関
係

 
第

18号
様
式
第

11
条
関
係

 
（

）
（

）

 

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

 

　

（備
考

）

　

（備
考

）

 

　
　

［１
３
　
略

］

　
　

［１
３
　
同
左

］

～
～

 

　
　

４

　

こ
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
法
第

17
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

　
　

４

　

こ
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は

法
第

1
7
条
第
１
項
に
規
定
す
る
収
入
及
び
支
出
並
び
に
資
産
等
に
関
す

、
。

、

 
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

。

 
第

19号
様
式
第

11
条
関
係

 
第

19号
様
式
第

11
条
関
係

 
（

）
（

）

 

［様
式
　
別
紙
９
　
挿
入

］

［様
式
　
別
紙
８
　
挿
入

］

　

（備
考

）

　

（備
考

）

　
　

［１

・２
　
略

］

　
　

［１

・２
　
同
左

］

　
　

３

　

こ
の
届
出
の
際
は

当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し

こ
の
届
出
を
し
た

　
　

３

　

こ
の
届
出
の
際
は

当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

こ
の
届
出
を
し
た

、
、

、
、

旨
を
通
知
す
る
こ
と

ま
た

当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
は
解
散
の
日
か
ら

旨
を
通
知
す
る
こ
と

ま
た

当
該
支
部
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
は

解
散
の
日
か
ら

。
、

、
。

、
、

3
0
日
以
内

（当
該
支
部
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

60
日
以
内

）に
法
第

17
3
0
日
以
内

（当
該
支
部
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は

6
0
日
以
内

）に
法
第

17

条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

条
第
１
項
に
規
定
す
る
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

。
。

第
27号
様
式

第
15
条
関
係

 
第

27号
様
式
第
15
条
関
係

 
（

）
（

）

［様
式
　
別
紙

11 　
挿
入

］

［様
式
　
別
紙

10 　
挿
入

］

第
29号
様
式
第

15
条
の
２
関
係

 
［新

設

］ 
（

）

［様
式

　

別
紙

12 　
挿
入

］

第
3
0号
様
式
第
1
5条
の
２
関
係

 

［新
設

］ 
（

）

［様
式

　

別
紙

1
3 　
挿
入

］

第
31号
様
式
第

16
条
関
係

 
第

29号
様
式
第

16
条
関
係

 
（

）
（

）

［様
式

　

略

］

［様
式

　

同
左

］

第
32号
様
式
第

17
条
の
２
関
係

 

［新
設

］

（
）

［様
式

　

別
紙

1
4 　
挿
入

］

第
3
3号
様
式
第
2
4条
の
３
関
係

 

［新
設

］

（
）

［様
式

　

別
紙

15 　
挿
入

］

12



第
34号
様
式

第
28
条
関
係

 
第

30号
様
式
第
28
条
関
係

 
（

）
（

）

［様
式

　

略

］

［様
式

　

同
左

］

［削
る

］

第
31号
様
式
第

34
条
関
係

（
）

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

13



（
政
党
助
成
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

政
党
助
成
法
施
行
規
則
（
平
成
六
年
自
治
省
令
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定

を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

 

 
 

 

目
次

目
次

 

［
第
一
章
～
第
四
章　

略
］ 

［
第
一
章
～
第
四
章　

同
上
］ 

 

第
五
章　

報
告
書
等
の
公
表
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
九
条
） 

第
五
章　

報
告
書
等
の
公
表
（
第
三
十
六
条
・
第
三
十
七
条
） 

 

第
六
章　

政
党
交
付
金
の
返
還
等
（
第
四
十
条
―
第
四
十
五
条
） 

第
六
章　

政
党
交
付
金
の
返
還
等
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
） 

 

第
七
章　

雑
則
（
第
四
十
六
条
―
第
四
十
九
条
） 

第
七
章　

雑
則
（
第
四
十
四
条
） 

 

附
則

附
則

 
 

 

（
政
党
交
付
金
の
交
付
方
法
）

（
政
党
交
付
金
の
交
付
方
法
）

 

第
六
条　

［
略
］ 

第
六
条　

［
同
上
］ 

 

２　

法
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

２　

法
第
十
一
条
第
三
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

 

よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
に
当
た
る
日
以
後
最
初

よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
に
当
た
る
日
以
後
最
初

 

に
到
来
す
る
交
付
日
に
、
当
該
請
求
に
係
る
政
党
交
付
金
を
、
当
該
政
党
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

に
到
来
す
る
交
付
日
に
、
当
該
請
求
に
係
る
政
党
交
付
金
を
、
当
該
政
党
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

 

該
当
す
る
政
治
団
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
、
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
十
五
条
に
お
い
て
同

該
当
す
る
政
治
団
体
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
そ
の
年
分
と
し

 

じ
。
）
に
対
し
て
そ
の
年
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
政
党
交
付
金
の
額
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た

て
交
付
す
べ
き
政
党
交
付
金
の
額
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の

 

だ
し
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
に
当
た
る
日
が
前
項
第
四
号
に
定
め
る
日
（
同
日

翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
に
当
た
る
日
が
前
項
第
四
号
に
定
め
る
日
（
同
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
同
日

 

が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
同
日
の
前
々
日
と
し
、
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
同
日
の
前
日
と
す
る
。
）
後
の

の
前
々
日
と
し
、
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
同
日
の
前
日
と
す
る
。
）
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求

 

日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
請
求
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

も
の
と
す
る
。

 
 

（
報
告
書
等
の
要
旨
の
公
表
） 

 

［
削
る
］ 

第
三
十
六
条　

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
定
期
報
告
文
書
又
は
解
散
等
報
告
文
書
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
る

 

要
旨
の
公
表
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
報
告
書
等
の
閲
覧
） 

（
報
告
書
等
の
閲
覧
） 

 

第
三
十
六
条　

［
略
］

第
三
十
七
条　

［
同
上
］

 

（
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
） 

 

 

第
三
十
七
条　

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
が
受
理
し
た
公
表
対
象
報
告
文
書
（
同
条
第
二

［
新
設
］ 

 

項
に
規
定
す
る
報
告
書
、
支
部
報
告
書
、
総
括
文
書
、
監
査
意
見
書
又
は
監
査
報
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

 

 

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
の
交
付
の
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

 

 

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
（
次
項
に
お
い
て
「
交
付
請
求
書
」
と
い
う
。
）
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

交
付
請
求
を
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
請
求
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

 

 

所
又
は
居
所
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 

 

二　

交
付
請
求
に
係
る
政
党
の
本
部
又
は
支
部
の
名
称
及
び
公
表
対
象
報
告
文
書
に
係
る
政
党
交
付
金
の
交
付

 

 

若
し
く
は
支
部
政
党
交
付
金
の
支
給
を
受
け
、
若
し
く
は
政
党
交
付
金
若
し
く
は
支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る

 

 

支
出
を
し
、
又
は
政
党
基
金
若
し
く
は
支
部
基
金
の
残
高
を
有
し
た
年 

 

 

三　

交
付
請
求
者
が
求
め
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
交
付
の
方
法
（
複
数
の
実
施
の
方
法
を
求
め
る
場

 

 

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
複
数
の
実
施
の
方
法
又
は
写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文

 

 

書
の
部
分
ご
と
に
異
な
る
写
し
の
交
付
の
方
法
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
及
び
当
該
部
分
ご
と
の
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写
し
の
交
付
の
方
法
） 

 

 

四　

公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨 

 

 
２　

総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
相
当
の

 

 

期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
者

 

 

に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３　

総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
交
付
請
求
の
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
交

 

 

付
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正

 

 

を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

 

４　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

 

 

同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣

 

 

は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば

 

 

な
ら
な
い
。

 

５　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
交
付
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
が
著
し
く

 

 

大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該
交
付
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
法
第
三
十
二
条
第

 

 

四
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

 

 

は
、
当
該
交
付
請
求
に
係
る
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
当
該

 

 

交
付
を
し
、
残
り
の
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
当
該
交
付
を
す
れ
ば
足
り

 

 

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
次
に
掲

 

 

げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

一　

こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由 

 

 

二　

残
り
の
公
表
対
象
報
告
文
書
の
写
し
に
つ
い
て
当
該
交
付
を
す
る
期
限

 

（
公
表
対
象
報
告
文
書
に
係
る
写
し
の
用
紙
の
大
き
さ
） 

 

 

第
三
十
八
条　

令
第
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
四
番
と
す

［
新
設
］ 

 

る
。

 

（
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
方
法
） 

 

 

第
三
十
九
条　

令
第
九
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

 

一　

郵
便
切
手
又
は
総
務
大
臣
が
定
め
る
こ
れ
に
類
す
る
証
票
で
納
付
す
る
方
法 

 

 

二　

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六

 

 

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
九
条

 

 

に
お
い
て
単
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
法
第
三
十
二
条
第
四
項
又

 

 

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
に
よ
り
納

 

 

付
す
る
方
法

 

（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
） 

（
法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
日
） 

 

第
四
十
条　

［
略
］

第
三
十
八
条　

［
同
上
］

 

（
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
充
て
て
い
な
い
政
党
交
付
金
等
を
引
き
継
い
だ
旨
の
届
出
） 

（
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出
に
充
て
て
い
な
い
政
党
交
付
金
等
を
引
き
継
い
だ
旨
の
届
出
） 

 

第
四
十
一
条　

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
準
じ
て
作

第
三
十
九
条　

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
文
書
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
に
準
じ
て
作

 

成
す
る
も
の
と
し
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
に
併
せ
て
届
け
出
る
も
の
と
す

成
す
る
も
の
と
し
、
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
報
告
書
に
併
せ
て
届
け
出
る
も
の
と
す

 

る
。

る
。
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（
政
党
交
付
金
の
交
付
の
停
止
等
の
通
知
） 

（
政
党
交
付
金
の
交
付
の
停
止
等
の
通
知
） 

 
第
四
十
二
条　

法
第
三
十
三
条
第
六
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

第
四
十
条　

法
第
三
十
三
条
第
六
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

 
す
る
政
党
交
付
金
の
交
付
を
停
止
し
、
又
は
政
党
交
付
金
の
返
還
を
命
ず
る
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
十
号
様

る
政
党
交
付
金
の
交
付
を
停
止
し
、
又
は
政
党
交
付
金
の
返
還
を
命
ず
る
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
十
一
号
様

 

式
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
ま
で
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

式
か
ら
第
二
十
三
号
様
式
ま
で
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
政
党
交
付
金
の
交
付
の
停
止
等
に
係
る
告
示
） 

（
政
党
交
付
金
の
交
付
の
停
止
等
に
係
る
告
示
） 

 

第
四
十
三
条　

法
第
三
十
三
条
第
七
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

第
四
十
一
条　

法
第
三
十
三
条
第
七
項
（
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

 

す
る
告
示
は
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
告
示
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
法
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
の
通
知
） 

（
法
第
三
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
の
通
知
） 

 

第
四
十
四
条　

法
第
三
十
三
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
通
知
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式

第
四
十
二
条　

法
第
三
十
三
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
通
知
は
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式

 

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 

（
報
告
書
等
の
提
出
の
督
促
）

（
報
告
書
等
の
提
出
の
督
促
）

 

第
四
十
五
条　

［
略
］

第
四
十
三
条　

［
同
上
］

 

（
電
磁
的
記
録
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
等
） 

（
電
磁
的
記
録
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
） 

 

第
四
十
六
条　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の

第
四
十
四
条　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の

 

支
部
報
告
書
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

支
部
報
告
書
、
法
第
十
八
条
第
二
項
（
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
部

 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
部
分
領
収
書
等
の
写
し
若
し
く
は
残
高
証
明
等
の
写
し
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の

分
領
収
書
等
の
写
し
若
し
く
は
残
高
証
明
等
の
写
し
、
支
部
報
告
書
若
し
く
は
支
部
総
括
文
書
（
法
第
二
十
条

 

支
部
報
告
書
、
監
査
意
見
書
若
し
く
は
支
部
総
括
文
書
（
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

第
二
項
又
は
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
、
法
第
十
九
条
第
四

 

る
政
党
の
会
計
責
任
者
に
提
出
す
べ
き
こ
れ
ら
の
文
書
及
び
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
監
査
意
見
書
又
は
法
第
三
十
五
条
の

 

す
る
政
党
の
会
計
責
任
者
で
あ
っ
た
者
に
提
出
す
べ
き
こ
れ
ら
の
文
書
を
含
む
。
）
、
法
第
十
九
条
第
五
項
及

文
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出

 

び
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
監
査
意
見
書
（
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は

者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
報
告
書
等
の
提
出
を
書
面
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

 

第
二
十
九
条
第
一
項
の
支
部
報
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
三
十
五
条
の
文
書

事
項
を
、
当
該
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
の
支
部
報
告
書
に
添
付
す
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
（
以
下
こ

 

の
条
に
お
い
て
「
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
者
」
と
い

 

う
。
）
は
、
当
該
報
告
書
等
の
提
出
を
書
面
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、

 

当
該
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
提
出
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
提
出
者
は
、
入
力
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
等
に
係

 

に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四

る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第

 

十
八
号
。
次
条
第
三
項
及
び
第
四
十
九
条
に
お
い
て
「
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二

二
条
第
一
項
又
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項

 

条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る

に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

 

た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
同
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）

を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法

 

と
併
せ
て
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
又
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

 
 

（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い

 

う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的

３　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
記
録
は
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準

 

記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条
第
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る

 

も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
と
す
る
。

 

４　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子

４　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
提
出
者
の
使
用
に
係
る
電
子

 

計
算
機
と
報
告
書
等
の
提
出
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
受
領
者
」
と
い
う
。
）
の
使

計
算
機
と
報
告
書
等
の
提
出
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
受
領
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
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用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

 

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

 
［
一
・
二　

略
］

［
一
・
二　

同
上
］

 

５　

法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
の
提
出
及
び
電
磁
的
方
法
は
、
受
領
者
が
フ
ァ
イ
ル
へ

［
新
設
］ 

 

の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
四
十
七
条　

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平

［
新
設
］ 

 

成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第

 

 

一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
作
成
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

 

 

い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

 

 

第
三
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
、
法

 

 

第
二
十
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
九
条
第
二
項

 

 

（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
提
出
又
は
届
出
を
電
子
情
報

 

 

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
又
は
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
の
提
出
若
し
く
は

 

 

電
磁
的
方
法
を
も
っ
て
行
う
場
合
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
法
第
五
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
提
出
等
を

 

 

電
子
情
報
処
理
組
織
等
を
も
っ
て
行
う
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
文
書
の
作
成
と
す
る
。 

 

 

一　

法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
承
諾
書
及
び
宣
誓
書 

 

 

二　

法
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文
書 

 

 

三　

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
査
意
見
書 

 

 

四　

法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
報
告
書 

 

 

２　

電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
の
作
成
は
、
当
該
作
成
を
行
う
民
間

 

 

事
業
者
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
事
業
者
等
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同

 

 

じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を

 

 

も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
電
子
文
書
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で

 

 

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
署
名
等
を
す
べ
き
者
に
よ
る
電
子
署
名
（
総
務
省
情
報
通
信
技

 

 

術
活
用
省
令
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
と
す
る
。

 

第
四
十
八
条　

電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
九
号
に
規

［
新
設
］ 

 

定
す
る
交
付
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
条
第
二
項
等
の
規
定
に
よ
る
提
出
等

 

 

を
電
子
情
報
処
理
組
織
等
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
文
書
の
交
付
等
（
法
第

 

 

四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
意
見
書
の
提
出
を
除
く
。
）
と
す
る
。

 

２　

民
間
事
業
者
等
が
、
電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
項
に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
等
に

 

 

代
え
て
当
該
文
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方

 

 

法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

 

イ　

民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
交
付
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接

 

 

続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

 

 

ル
に
記
録
す
る
方
法

 

ロ　

民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
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べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
交
付
等
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
相
手
方
の
使
用
に
係
る

 

 

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法

 
二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

 

 
す
る
方
法

 

３　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
交
付
等
の
相
手
方
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を

 

 

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４　

第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

 

 

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
内

 

 

容
は
、
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
と
す
る
。

 

第
四
十
九
条　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
に
つ

［
新
設
］ 

 

い
て
は
、
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

 

２　

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
総
務
省
情
報
通
信
技
術
活
用
省
令
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

 

 

い
て
は
、
同
項
中
「
電
子
署
名
（
当
該
電
子
署
名
を
行
っ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電

 

 

子
証
明
書
が
併
せ
て
送
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
措
置
」
と
あ

 

 

る
の
は
、
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
氏
名
又
は
名
称
の
入
力
」
と
す
る
。

 
別
記
 

別
記
 

 
第
７
号
様
式
第
９
条
関
係

 
第
７
号
様
式
第
９
条
関
係

 
（

）
（

）

 

［様
式
　
略

］ 

［様
式
　
同
左

］ 

 

　

（記
載
要
領

）

　

（記
載
要
領

）

 

　

１
　
政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）収
入
簿

 

　

１
　
政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）収
入
簿

 

 

（１

）　

収
入
簿
に
は

政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）の
全
て
の
収
入
に
つ
い
て

そ
の
交
付
を
し
た

（１

）　

収
入
簿
に
は

政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）の
す
べ
て
の
収
入
に
つ
い
て
そ
の
交
付
を
し

、
、

、
、

 
者
の
名
称
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

た
者
の
名
称
金
額
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

 

［
（２

）
・
（３

）　

略

］

［
（２

）
・
（３

）　

同
左

］

 
２

　

政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）に
よ
る
支
出
簿

 
２

　

政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）に
よ
る
支
出
簿

 

 

（１

）　

支
出
簿
に
は

こ
の
様
式
の
定
め
る
区
分
に
従
い

全
て
の
支
出
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

適
宜

（１

）　

支
出
簿
に
は

こ
の
様
式
の
定
め
る
区
分
に
従
い

す
べ
て
の
支
出
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

適
、

、
。

、
、

、
。

、

 
分
冊
し
て
作
成
し
又
は
補
助
簿

日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

宜
分
冊
し
て
作
成
し
又
は
補
助
簿
日
計
表
の
類
を
使
用
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と

、
、

、
、

。
、

、
、

、
。

 

［
（２

）　

略

］

［
（２

）　

同
左

］

 

（３

）　

全
て
の
支
出
は

支
部
政
党
交
付
金

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し
さ
ら
に
経
常
経
費

（３

）　

す
べ
て
の
支
出
は

支
部
政
党
交
付
金
経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常
経

、
、

、
、

、
、

 
に
あ
っ
て
は

人
件
費

光
熱
水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費
に

費
に
あ
っ
て
は

人
件
費

光
熱
水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費

、
、

、
、

、
、

、
、

 
あ
っ
て
は

組
織
活
動
費

選
挙
関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費
調
査
研
究
費
寄

に
あ
っ
て
は

組
織
活
動
費

選
挙
関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

 
附
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し
て
記
載
す
る
こ
と

寄
附
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し
て
記
載
す
る
こ
と

。
。

 

（４

）　

全
て
の
支
出
は

支
出
額
の
内
訳
を

「金
額

」欄
中

政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）を
充
て

（４
）　

す
べ
て
の
支
出
は

支
出
額
の
内
訳
を

「金
額

」欄
中

政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）を
充

、
、

、
、

 
る
も
の
に
あ
っ
て
は

「政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）充
当
額

」欄
に

政
党
基
金

（支
部
基

て
る
も
の
に
あ
っ
て
は

「政
党
交
付
金

（支
部
政
党
交
付
金

）充
当
額

」欄
に

政
党
基
金

（支
部

、
、

、
、

 
金

）を
取
り
崩
し
て
充
て
る
も
の
に
あ
っ
て
は

「政
党
基
金

（支
部
基
金

）充
当
額

」欄
に
そ
れ
ぞ

基
金

）を
取
り
崩
し
て
充
て
る
も
の
に
あ
っ
て
は

「政
党
基
金

（支
部
基
金

）充
当
額

」欄
に
そ
れ

、
、

 
れ
記
載
す
る
こ
と
と
し
そ
の
合
計
額
は

「金
額

」欄
の
額
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
と
し
そ
の
合
計
額
は

「金
額

」欄
の
額
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

、
、

。
、

、
。

 

（５

）　

全
て
の
支
出
は

支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名

（団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
名
称

）を

「支
出
を
受
け

（５

）　

す
べ
て
の
支
出
は

支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名

（団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
名
称

）を

「支
出
を
受

、
、

、
、

 
た
者
の
氏
名

」欄
に

「甲
野
太
郎

」
（団

体
に
あ
っ
て
は

「乙
製
本
株
式
会
社

（丙
支
店

）
」
）と

け
た
者
の
氏
名

」欄
に

「甲
野
太
郎

」
（団

体
に
あ
っ
て
は

「乙
製
本
株
式
会
社

（丙
支
店

）
」
）

、
、

 
い
う
よ
う
に
記
載
し

支
出
を
受
け
た
者
の
住
所

（団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

と
い
う
よ
う
に
記
載
し

支
出
を
受
け
た
者
の
住
所

（団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所

、
、

、
、
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地

）を

「支
出
を
受
け
た
者
の
住
所

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

」と
い
う

在
地

）を

「支
出
を
受
け
た
者
の
住
所

」欄
に

「東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
丁
目
１
番
１
号

」と
い

 
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

う
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と

。
。

 
［
（６

）　

略

］

［
（６

）　

同
左

］

 

（７
）　

経
常
経
費
に
係
る
支
出
は

次
の
分
類
基
準
に
よ
り

当
該
項
目
ご
と
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏

（７

）　

経
常
経
費
に
係
る
支
出
は

次
の
分
類
基
準
に
よ
り

当
該
項
目
ご
と
に

支
出
を
受
け
た
者
の
氏

、
、

、
、

、
、

 
名
及
び
住
所

（団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）並
び
に
そ
の
支
出
の

名
及
び
住
所

（団
体
に
あ
っ
て
は

そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

）並
び
に
そ
の
支
出
の

、
、

 
目
的
金
額
と
そ
の
内
訳
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

 
目
的
金
額
と
そ
の
内
訳
及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

 
、

。
、

。

 

　
　
　
　

［ア
・
イ

　
略

］　

 

　
　
　
　

［ア
・
イ

　

同
左

］　

 

 

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ッ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ッ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

、
、

ー
、

、
。

、
、

ー
、

、
。

 
備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

新
聞

雑
誌

ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗

備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

鉛
筆

イ
ン
ク

事
務
服

新
聞

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

 
雑
誌
ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗
品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

 
。

、
。

　
　
　
　

［エ

　

略

］

　
　
　
　

［エ

　

同
左

］

　

［
（８

）

（10

）　

略

］

　

［
（８

）

（10

）　

同
左

］

～
～

３
　
政
党
基
金

（支
部
基
金

）簿
 

３
　
政
党
基
金

（支
部
基
金

）簿
 

（１

）　

政
党
基
金

（支
部
基
金

）簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

そ
の
名
称

目
的

金
額

（１

）　

政
党
基
金

（支
部
基
金

）簿
に
は

こ
の
様
式
に
定
め
る
区
分
に
従
い

そ
の
名
称

目
的

金
額

、
、

、
、

、
、

、
、

及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

日
計
表
の
類

及
び
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と

な
お

適
宜

分
冊
し
て
作
成
し

又
は

補
助
簿

日
計
表
の
類

。
、

、
、

、
、

。
、

、
、

、
、

を
使
用
し
て
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

を
使
用
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と

。
。

［
（２

）　

略

］

［
（２

）　

同
左

］

第
８
号
様
式

第
13
条
関
係

 
第
８
号
様
式
第
13
条
関
係

 
（

）
（

）

［様
式
　
略

］ 

［様
式
　
同
左

］ 

　

［
（備

考

）　
略

］ 

　

［
（備

考

）　
同
左

］ 

　

（記
載
要
領

）

　

（記
載
要
領

）

［１
５
　
略

］ 

［１
５
　
同
左

］ 
～

～

６

　

様
式

（そ
の
３

）に
つ
い
て

 
６

　

様
式

（そ
の
３

）に
つ
い
て

 

政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

（支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

）は
次
の
分
類
基
準
に
よ
り
支
部
政

政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

（支
部
政
党
交
付
金
に
よ
る
支
出

）は
次
の
分
類
基
準
に
よ
り

支
部
政

、
、

、
、

党
交
付
金

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常
経
費
に
あ
っ
て
は
人
件
費
光
熱

党
交
付
金

経
常
経
費
及
び
政
治
活
動
費
に
分
類
し

さ
ら
に
経
常
経
費
に
あ
っ
て
は
人
件
費

光
熱

、
、

、
、

、
、

、
、

水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費
に
あ
っ
て
は
組
織
活
動
費
選
挙

水
費

備
品
・
消
耗
品
費
及
び
事
務
所
費
に
分
類
し

政
治
活
動
費
に
あ
っ
て
は

組
織
活
動
費
選
挙

、
、

、
、

、
、

、
、

関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

寄
附
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し

関
係
費

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

調
査
研
究
費

寄
附
金
及
び
そ
の
他
の
経
費
に
分
類
し

、
、

、
、

、
、

た
う
え
で

こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
年
間
の
支
出
金
額
を
記
載
し

そ
の
内
訳
と
し
て

「政
党
交
付
金

た
う
え
で

こ
れ
ら
の
項
目
ご
と
に
年
間
の
支
出
金
額
を
記
載
し

そ
の
内
訳
と
し
て

「政
党
交
付
金

、
、

、
、

、
、

（支
部
政
党
交
付
金

）充
当
額

」又
は

「政
党
基
金

（支
部
基
金

）充
当
額

」に
分
類
し
そ
れ
ぞ
れ
の

（支
部
政
党
交
付
金

）充
当
額

」又
は

「政
党
基
金

（支
部
基
金

）充
当
額

」に
分
類
し

そ
れ
ぞ
れ
の

、
、

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

（１

）　

経
常
経
費
（１
）　

経
常
経
費

［ア
・
イ

　

略

］　

［ア
・
イ

　

同
左

］　

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ッ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

　
　
　
　

ウ
　
備
品
・
消
耗
品
費
　
机

椅
子

ロ
ッ
カ

複
写
機

自
動
車

（事
務
所
用
に
限
る

）等
の

、
、

ー
、

、
。

、
、

ー
、

、
。

備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

新
聞

雑
誌

ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗

備
品
の
類
及
び
事
務
用
用
紙

封
筒

鉛
筆

イ
ン
ク

事
務
服

新
聞

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

雑
誌

ガ
ソ
リ
ン
等
の
消
耗
品
の
類
の
購
入
費
を
い
う

。
、

。

　
　
　
　

［エ

　

略

］

　
　
　
　

［エ

　

同
左

］

　

［
（２

）　

略

］

　

［
（２

）　

同
左

］

　

［７
10
　
略

］

　

［７
10
　
同
左

］

～
～
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［削
る

］

第
19号
様
式

（第
36
条
関
係

）

第
19号
様
式

（第
41
条
関
係

） 
第

20号
様
式

（第
39
条
関
係

） 
［様

式
　
略

］ 

［様
式
　
同
左

］ 
［
（備

考

）　
略

］

［
（備

考

）　
同
左

］

第
2
0号
様
式

（第
4
2条
関
係

） 
第

2
1号
様
式

（第
4
0条
関
係

） 

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

第
21号
様
式

（第
42
条
関
係

） 
第

22号
様
式

（第
40
条
関
係

） 

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

第
22号
様
式

（第
42
条
関
係

） 
第

23号
様
式

（第
40
条
関
係

） 

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

第
2
3号
様
式

（第
4
3条
関
係

） 
第

2
4号
様
式

（第
4
1条
関
係

） 

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

第
24号
様
式

（第
44
条
関
係

） 
第

25号
様
式

（第
42
条
関
係

） 

［様
式
　
略

］

［様
式
　
同
左

］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
六
年
自

治
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

  
（
民
間
事
業
者
等
が
作
成
を
行
う
書
面
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
） 

 
 

第
四
条　

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

［
新
設
］ 

 

六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項

 
 

の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
作
成
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

 
 

同
じ
。
）
は
、
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

 
 

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処

 
 

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
」
と

 
 

い
う
。
）
に
お
け
る
法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
承
諾
書
及
び
宣
誓
書
の
作
成
と
す
る
。 

 
 

２　

電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前
項
に
規
定
す
る
文
書
の
作
成
は
、
当
該
作
成
を
行
う
民
間
事

 
 

業
者
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
事
業
者
等
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同

 
 

じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電

 
 

磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に

 
 

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

３　

前
項
の
場
合
に
お
け
る
電
子
文
書
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で

 
 

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
署
名
等
を
す
べ
き
者
に
よ
る
電
子
署
名
（
総
務
省
関
係
法
令
に

 
 

係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十

 
 

八
条
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
と
す
る
。 

 
 

（
民
間
事
業
者
等
が
交
付
等
を
行
う
書
面
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
交
付
等
） 

 
 

第
五
条　

電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
交
付
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す

［
新
設
］

 

る
交
付
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
電
子
情

 

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
法
第
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
承
諾
書
及
び
宣
誓
書
の

 

交
付
等
と
す
る
。 

 

２　

民
間
事
業
者
等
が
、
電
子
文
書
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
項
に
規
定
す
る
文
書
の
交
付
等
に

 

代
え
て
当
該
文
書
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
交
付
等
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方

 

法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一　

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ　

民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
交
付
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接

 

続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

 

ル
に
記
録
す
る
方
法 

 

ロ　

民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す

 

べ
き
事
項
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
交
付
等
の
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
相
手
方
の
使
用
に
係
る

 

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法 

 

二　

電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付

 

す
る
方
法 

 

３　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
は
、
交
付
等
の
相
手
方
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
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作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４　

第
二
項
の
場
合
に
お
け
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

 

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
八
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
電
磁
的
方
法
の
内

 
容
は
、
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式
と
す
る
。

  

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条　

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改　

正　

後

改　

正　

前

   
 

 
 

 

（
収
支
公
開
室
、
支
出
情
報
開
示
室
及
び
政
党
助
成
室
）

（
収
支
公
開
室
、
支
出
情
報
開
示
室
及
び
政
党
助
成
室
）

 

 
 

 

第
二
十
八
条　

［
略
］

第
二
十
八
条　

［
同
上
］

 

 
 

 

２　

収
支
公
開
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２　

収
支
公
開
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

 

 
 

 

　

一　

公
職
の
候
補
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
の
受
理
及
び
届
出
事
項
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

一　

公
職
の
候
補
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
の
受
理
及
び
届
出
事
項
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

 

　

二　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
受
理
及
び
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

二　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
受
理
及
び
そ
の
要
旨
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。 

   

［
３
～
７　

略
］

［
３
～
７　

同
上
］

 

 
 

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附　

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第 11号の２様式（第４条関係）［別紙１］ 

国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 

  令和  年  月  日 

総 務 大 臣               

殿 

  何（都道府県）選挙管理委員会 

 政治団体の名称  

 事務所の所在地 

代表者の氏名        

令和 年 月 日に国会議員関係政治団体から受けた寄附について、令和  年 

月  日に政治資金規正法第 19 条の 16 の３第２項の規定による通知を受け、当該寄附

により同条第１項 第１号 の金額が 1,000 万円以上となつたため、同法第７条第２項の規 

第２号 

定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

□政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第１号の寄附（同法第 19 条の７第１項第３号以

外に係る国会議員関係政治団体からの寄附）の金額が 1,000 万円以上となつたとき

政治資金規正法第19条の16の３第１項第１号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者

氏名 公職の種類 

（ふ り が な） 

□政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第２号の寄附（同法第 19 条の７第１項第３号に

係る国会議員関係政治団体からの寄附）の金額が 1,000 万円以上となつたとき

政治資金規正法第19条の16の３第１項第２号の国会議員関係政治団体 

名称 政治資金規正法第 19条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 

該当

（備考） 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
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 ２ 代表者本人が届け出る場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が

届け出る場合にあつては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提

出を行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでな

い。 

 ３ 「□」内には、該当するものに「✓」を記入すること。 

 ４ 「公職の種類」欄には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者に

あつては「衆議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつ

ては「衆議院議員（候補者等）」の例により記載すること。 

 

 

 

30



第 12号様式（第５条関係）［別紙２］ 

 

 

 五十音順分類  

政治団体の名称 

（ふ  り  が  な） 届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

  

 

主たる事務所 

の 所 在 地 

（〒   ） 

（電話     ） 

届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

（〒   ） 

（電話     ） 

 

 

代 表 者 

（ふりがな） 

氏    名 

 （〒  ）（住  所） 

      （電話  ） 

（生年月日） （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会 計 責 任 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会計責任者の 

職 務 代 行 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

政治資金団体又は

資金管理団体 

の指定の有無 

（有無） 政治資金団体として指定をした 

政党名又は資金管理団体の届出をした

者の氏名 

資金管理団体 

の届出をした者

の公職の種類 

（届出年月日） 

（指定年月日） 

（取消等年月日） 

   

 

 

支 部 の 有 無 

（政治団体の支部 

で あ る 旨 ） 

 

課税上の優遇措置の 

適 用 関 係 の 有 無 

 （届出年月日） 

（事由発生年月日） 

 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第１項第１号に係る 

国会議員関係政治団体 

（代表者である公職の候補者に係る公職の種類） 
（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

 
 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第１項第２号に係る 

国会議員関係政治団体 

（公職の候補者の氏名
ふ り が な

） 
公職の候補者に 

係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 
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政治資金規正法第 19条の７ 

第１項第３号に係る 

国会議員関係政治団体 

（主宰する衆議院議員
ふ

又
り
は
 が

参議院
な

議員の氏名） 
主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

（主要な構成員である衆議院
ふ

議員
り

又
が
は
 な

参議院議員の氏名） 
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

設立届出年月日      ・  ・   解散等の公表年月日         ・  ・   

組 織 年 月 日      ・  ・   解 散 等 の 年 月 日         ・  ・   

 

収  支  報  告  書  の  提  出  及  び  公  表  の  状  況 

        年         年         年         年         年 

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出 

  .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表 

        年         年         年         年         年 

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出 

  .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表 

届出事項等の公表関係 綱領等の異動状況 

公 表 年 月 日 内   容 提 出 年 月 日 内   容 

       .   .    設 立 届        .   .     

       .   .            .   .     

       .   .            .   .     

       .   .            .   .     

       .   .            .   .     

       .   .     綱領等の整理番号（       ） 

（備  考） 
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第 12号様式（第５条関係）［別紙３］ 

 

 

 五十音順分類  

政治団体の名称 

（ふ  り  が  な） 届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

  

 

主たる事務所 

の 所 在 地 

（〒   ） 

（電話     ） 

届 出 年 月 日 

事由発生年月日 

（〒   ） 

（電話     ） 

 

 

代 表 者 

（ふりがな） 

氏    名 

 （〒  ）（住  所） 

      （電話  ） 

（生年月日） （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会 計 責 任 者  

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

会計責任者の 

職 務 代 行 者 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

 （届出年月日） 

（選任年月日） 

  （〒  ）（    ） 

      （電話  ） 

  

 

政治資金団体又は

資金管理団体 

の指定の有無 

（有無） 政治資金団体として指定をした 

政党名又は資金管理団体の届出をした

者の氏名 

資金管理団体 

の届出をした者

の公職の種類 

（届出年月日） 

（指定年月日） 

（取消等年月日） 

   

 

 

支 部 の 有 無 

（政治団体の支部 

で あ る 旨 ） 

 

課税上の優遇措置の 

適 用 関 係 の 有 無 

 （届出年月日） 

（事由発生年月日） 

 

 

政治資金規正法第 19 条の７ 

第１項第１号に係る 

国会議員関係政治団体 

（代表者である公職の候補者に係る公職の種類） 
（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

 
 

 

政治資金規正法第 19条の７ 

第１項第２号に係る  

国会議員関係政治団体  

（公職の候補者の氏名
ふ り が な

） 
公職の候補者に 

係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 
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政治資金規正法第 19条の７ 

第１項第３号に係る 

国会議員関係政治団体 

（主宰する衆議院議員
ふ

又
り
は
 が

参議院
な

議員の氏名） 
主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

（主要な構成員である衆議院
ふ

議員
り

又
が
は
 な

参議院議員の氏名） 
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

政治資金規正法第 19条の 16 

の３第１項の規定により 

国会議員関係政治団体 

とみなされる政治団体 

（公職の候補者の氏名
ふ り が な

等） 
公職の候補者に 

係る公職の種類等 

（ 届 出 年 月 日 ） 

（事由発生年月日） 

  
 

 

設立届出年月日      ・  ・   解散等の公表年月日         ・  ・   

組 織 年 月 日      ・  ・   解 散 等 の 年 月 日         ・  ・   

 

収  支  報  告  書  の  提  出  及  び  公  表  の  状  況 

        年         年         年         年         年 

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出 

  .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表 

        年         年         年         年         年 

  .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出   .  .  提出 

  .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表   .  .  公表 

届出事項等の公表関係 綱領等の異動状況 

公 表 年 月 日 内   容 提 出 年 月 日 内   容 

       .   .    設 立 届        .   .     

       .   .            .   .     

       .   .            .   .     

       .   .            .   .     

       .   .            .   .     

       .   .     綱領等の整理番号（       ） 

（備  考） 
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第14号様式（第８条関係） 

（その１）［別紙４］ 

収  支  報  告  書 

令和          年分 

（令和  年  月  日開催分） 

□□□□（ふりがな） 

１ 政 治 団 体 の 名 称 

                            

 

２ 主たる事務所の所在地 

                            

 

３ 代 表 者 の 氏 名 

                            

 

４ 会計責任者の氏名 

                            

 

  事務担当者の氏名 

                          

  （電話）                  

                          

  （電話）                  

                          

  （電話）                  

政治団体の区分 

□ 政 党 

□ 政 党 の 支 部 

□ 政 治 資 金 団 体 

 

 □ 政治資金規正法第18条の２第１項 

□ の 規 定 に よ る 政 治 団 体 

□ そ の 他 の 政 治 団 体 

□ その他の政治団体の支 部 

活動区域の区分 

□ ２以上の都道府県の区域等  □ 同一の都道府県の区域内 

資金管理団体の指定の有無  国会議員関係政治団体の区分 

□ 有 

□ 無 

公職の種類            

資金管理団体 

の届出をした 

者 の 氏 名            

 □ 政治資金規正法第19条の７第１項 

 第１号に係る国会議員関係政治団体 

□ 政治資金規正法第19条の７第１項 

 第２号に係る国会議員関係政治団体  

□ 政治資金規正法第19条の７第１項 

 第３号に係る国会議員関係政治団体  

公職の候補者の氏名等            

公職の種類等            

資金管理団体の指定の期間 
 国会議員関係政治団体に関する 

特例の適用期間 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

 令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 
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第 14号様式（第８条関係） 

（その１）［別紙５］ 

収  支  報  告  書 

令和          年分 

（令和  年  月  日開催分） 

□□□□（ふりがな） 

１ 政 治 団 体 の 名 称 

                            

 

２ 主たる事務所の所在地 

                            

 

３ 代 表 者 の 氏 名 

                            

 

４ 会計責任者の氏名 

                            

 

  事務担当者の氏名 

                          

  （電話）                  

                          

  （電話）                  

                          

  （電話）                  

政治団体の区分 

□ 政 党 

□ 政 党 の 支 部 

□ 政 治 資 金 団 体 

 

 □ 政治資金規正法第18条の２第１項 

□ の 規 定 に よ る 政 治 団 体 

□ そ の 他 の 政 治 団 体 

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 部 

活動区域の区分 

□ ２以上の都道府県の区域等  □ 同一の都道府県の区域内 

資金管理団体の指定の有無  国会議員関係政治団体の区分 

□ 有 

□ 無 

公職の種類            

資金管理団体 

の届出をした 

者 の 氏 名            

 □ 政治資金規正法第19条の７第１項 

 第１号に係る国会議員関係政治団体 

□ 政治資金規正法第19条の７第１項 

 第２号に係る国会議員関係政治団体 

□ 政治資金規正法第19条の７第１項 

 第３号に係る国会議員関係政治団体 

□ 政治資金規正法第19条の16の３第１項の規定により 

国会議員関係政治団体とみなされる政治団体 

公職の候補者の氏名等            

公職の種類等            

資金管理団体の指定の期間 
 国会議員関係政治団体に関する 

特例の適用期間 

令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 

 令和  年  月  日から 

令和  年  月  日まで 
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（その 20）［別紙６］  

宣   誓   書 

添付書類（別添のとおり）  

   １  領収書等の写し  

   ２  監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）  

   ３  政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）  

  この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであつて、真実に相違ありません。  

                                    令和   年   月   日  

                           政治団体の名称 

                           会計責任者の氏名               
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（その 20）［別紙７］  

宣   誓   書 

添付書類（別添のとおり）  

   １  領収書等の写し  

   ２  監査意見書（政党及び政治資金団体に限る。）  

   ３  政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）  

   ４  確認書（国会議員関係政治団体に限る。）  

  この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであつて、真実に相違ありません。  

                                    令和   年   月   日  

                           政治団体の名称 

                           会計責任者の氏名               
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第 19号様式（第 11条関係）［別紙８］ 

 

政 治 団 体 支 部 解 散 届 

 

令和  年  月  日  

総 務 大 臣 

               殿 

何（都道府県）選挙管理委員会 

政治団体の名称 

事務所の所在地 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 代表者の氏名            

 

 本政治団体の下記の支部は、令和  年  月  日に解散をしたので、政治資金規正法第18条第

５項の規定により、当該支部の代表者及び会計責任者であった者に代わって同法第17条第１項の届出

をします。 

 

記 

 

１ 政治団体の支部の名称 

２ 支部の事務所の所在地 

３ 支部の代表者の氏名 

４ 支部の会計責任者の氏名 
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第 19号様式（第 11条関係）［別紙９］ 

 

政 治 団 体 支 部 解 散 届 

 

令和  年  月  日  

総 務 大 臣 

               殿 

何（都道府県）選挙管理委員会 

政治団体の名称 

事務所の所在地 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 代表者の氏名            

 

 本政治団体の下記の支部は、令和  年  月  日に解散をしたので、政治資金規正法第18条第

５項の規定により、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて同法第17条第１項の届出

をします。 

 

記 

 

１ 政治団体の支部の名称 

２ 支部の事務所の所在地 

３ 支部の代表者の氏名 

４ 支部の会計責任者の氏名 
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第 27号様式（第 15条関係）［別紙 10］ 

 

 

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 

 

令和  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

公職の種類            

氏   名          ㊞ 

住   所            

 

 貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資金

規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に令和 年 月 日から該当す

るため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第

19条の８第１項の規定により通知します。 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補

者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 ４ 国会議員関係政治団体に該当することとなつた年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に

係る公職の候補者となつた日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されるこ

ととなつた日のいずれか遅い日を記載すること。 

 ５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆

議院議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載すること。 
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第 27号様式（第 15条関係）［別紙 11］ 

 

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 

 

令和  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名          殿 

公職の種類            

氏   名          ㊞ 

住   所            

 

 貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資金

規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に令和 年 月 日から該当す

るため同法第６条第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第

19条の８第１項の規定により通知します。 

 

（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補

者等）」の例により記載すること。 

 ３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。 

 ４ 国会議員関係政治団体に該当することとなつた年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員に

係る公職の候補者となつた日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持されるこ

ととなつた日のいずれか遅い日を記載すること。 

 ５ 公職の種類に異動があつた場合には、「公職の種類」に異動後の公職の種類及び異動年月日を「衆

議院議員（候補者等）（令和 年 月 日から）」の例により記載し、国会議員関係政治団体に該

当することとなつた年月日には公職の種類に異動があつた年月日ではなく、上記４の年月日を記

載すること。 
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第 29号様式（第 15条の２関係）［別紙 12］ 
 

残高確認書 

 

政 治 団 体 の 名 称 

会計責任者の氏名         ㊞ 

 

政治資金規正法第19条の11の２第１項の規定により、令和  年  月  日における預金又は貯金の口座の残高の額について、次のとおり確認

しました。 

記 

預金又は貯金の口座 
残高の額 

金融機関名 支店名 預貯金の種別 口座番号 口座名義人 

       十億   百万   千   円 

                 

                 

                 

                 

合計             

 （備考） 

  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ この残高確認書は、毎年12月31日（解散等の場合には、その日）現在における預金又は貯金の口座の残高の額を記載すること。 

  ３ 保有する全ての預金又は貯金の口座について、残高の額を記載すること。 

４ 「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。 

  ５ 預金又は貯金の残高を証する書面であつて当該預金又は貯金の口座に係る金融機関が作成するものその他の当該国会議員関係政治団体の預金又は貯金の

状況を示す書類をこの残高確認書に添付すること。 
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第 30号様式（第 15条の２関係）［別紙 13］ 

 

差額説明書 

 

令和  年  月  日 

 

政治団体の名称        

会計責任者の氏名     ㊞ 

 

政治資金規正法第19条の11の２第１項の規定による確認の結果、収支報告書に記載すべき翌年への

繰越しの金額が残高確認書に記載された残高の額の合計額と一致しないため、同条第２項の規定によ

り、その旨及びその理由を次のとおり説明します。 

 

記 

 

１ 収支報告書に記載すべき翌年への繰越しの金額 

 

 

２ 残高確認書に記載された残高の額の合計額 

 

 

３ １と２の金額の差額 

 

 

４ １と２の金額が一致しない理由（差額の理由） 

 

 

 

 （備考） 

  １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

  ２ 「１と２の金額が一致しない理由」欄には、「○年12月31日（（注）解散等の場合には、その日）時点

において、△円の手持ち資金を現金で保有していたため。」、「□件△円分のクレジットカードを利用した

支出に係る口座振替は年を越えて行われたため。」など具体的に記載すること。 

３ 「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。 
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第 32号様式（第 17条の２関係）［別紙 14］ 

 

確認書 

 

私は、会計責任者である      から、令和  年  月  日に、収支報告書及びこれに併

せて提出すべき書面を示され、収支報告書が政治資金規正法の規定に従つて作成されていることにつ

いて説明を受けました。 

 私は、私が政治資金規正法第 19条の 12の３の規定に基づき随時又は定期に行つた会計帳簿等の保

存、会計帳簿への記載及び会計責任者が当該会計帳簿を備えていることに関する確認の結果、同法第

19 条の 14 の２第１項の規定による会計責任者からの説明の内容並びに登録政治資金監査人が作成し

た政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が、収支報告書に記載すべき事項を記載しており不記載

や虚偽の記入がなく、収支報告書を政治資金規正法の規定に従つて作成していることを確認しました。 

 

 

 

                    令和  年  月  日 

                    政治団体の名称 

                       代表者の氏名（署  名）   

 

 

（備考） 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 署名は必ず代表者本人が自署すること。ただし、心身の故障その他の事由により署名することが

できないときは、記名押印をもつて自署に代えることができる。 

３ 会計責任者から説明を受けた日が複数ある場合には、当該日付を全て記入すること。 

４ 上記のほか、特記すべき事項がある場合には記載すること。 
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第 33号様式（第 24条の３関係）［別紙 15］ 

 

国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知 

 

令和  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

政治団体の名称             

事務所の所在地             

代表者の氏名        ㊞    

 

令和  年  月  日に貴団体に対して   円の寄附をしたため、政治資金規正法第

19条の 16の３第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 上記寄附は、国会議員関係政治団体からの寄附である。 

 

２ 上記寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地は、上記のとお

りである。 

 

３ 上記寄附をする国会議員関係政治団体の区分等は、次のとおりである。 

国会議員関係政治団体の区分 

  □政治資金規正法第 19条の７第１項第３号以外に係る国会議員関係政治団体  

  □政治資金規正法第 19 条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 

（政治資金規正法第 19 条の７第１項第３号以外に係る国会議員関係政治団体の場合） 

公職の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類 

（ふ り が な）  

 

４ 本年において政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項各号のいずれかに該当する寄附の

金額が 1，000万円以上となつたときは、同法第７条第２項の規定による届出をする必要が

ある。 
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（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「□」内には、該当するものに「✓」を記入すること。 

３ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補

者等）」の例により記載すること。 

 ４ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。 
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